
スマホのトラブル、保護者の責任となります！ 
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令和５年７月２６日 

Ｎｏ．３ 生活だより 

 
スマホを持つ子どもが増え、友達とラインを通して連絡を取り合うという話をよく聞きます。 

スマホは便利な面が多くある一方、「オンラインゲームでのトラブル」「SNS での誹謗中傷」など、  

使い方を間違えると、トラブルに巻き込まれたり、加害者や被害者になったりします。  

今回、下記にチェックシートを載せましたので、ご家庭のルールづくりの参考にしていただければ

と思います。また、スマホに関することは、保護者の責任となります。子どもがどのように

使用しているか把握できる環境のもとで使用させるようお願いします（内閣府の HP で「普及啓発リ

ーフレット」と検索すると。様々な資料があります。参考にしてください。） 

 


